
 
 
  

  

  

  

  

高 

低 

ほとんど判断できない 

判断能力が著しく不十分 

判断能力が不十分 

判断能力が十分ではない 

判断能力が十分 

   

自分一人で買い物が 

できない 

自分で買い物ができるけど、

契約となると難しい・・・ 

自分で買い物ができるけど、

誰かと一緒なら安心 

自分で買い物ができるけど、

お金の管理は不安 

認知症などになった後の 

暮らしが心配 

福祉サービス利用援助事業 
日常生活の判断に不安のある、高齢の方や障害のある方が、地域で安心して暮らせるよう、日常的

な金銭管理や福祉サービス利用の手続き支援などをお手伝いします。 

書類等の預かりサービス 日常的な金銭管理サービス 

年金証書や定期預金通帳など、普段使わな

い大切な書類を金融機関の貸金でお預かり

します。 

判 
 
 

断 
 
 

能 
 
 

力 

・日常生活費を銀行から払い戻すお手伝いや

使い方のアドバイスなどを行います。 

・公共料金や税金、医療費などの支払いをお手伝いします。 

後見人 

保佐人 

補助人 

任意後見人 

 

❶ 

法 
 

定 
 

後 
 

見 
 

制 
 

度 
 

❷ 

任
意
後
見
制
度 

家
庭
裁
判
所
へ
申
立 

家
庭
裁
判
所
の
審
理 

家
庭
裁
判
所
の
審
判 

 

〈申立準備〉 

◆申立人を決める 

◆後見人等 

候補者の検討 

◆申立書類の 

取り寄せ 

◆主治医に診断書 

作成依頼 

◆必要な書類を 

揃える 

財産を管理し、契約等を本人

に代わって行います。 

✻財産に関するすべての法律

行為を代行・取り消しできる 

重要な契約等を支援します。 

✻申立の範囲内で家庭裁判所が

定める重要な契約や財産管理

の代理・判断の確認を行う。 

本人の判断を手助けします。 

✻申立の範囲内で家庭裁判所が

定める重要な契約や財産管理

の判断の手助けを行う。 

家
庭
裁
判
所
へ
申
立 

任
意
後
見
契
約 

公
証
役
場
へ 

自己判断が難しくなった時に、

契約内容により支援します。 

✻委任契約で定めた代理権の

範囲で本人を支援する。 

判
断
能
力
が
低
下

し
た
ら
・
・・ 
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  ❶ 法定後見制度  ・・・ ご本人の判断能力が不十分になったあと、家族等から家庭裁判所へ成年後見制度の申立を行うことにより 

成年後見人等が選ばれる制度。 

 後 見 保 佐 補 助 

対象となる方 判断能力を常に欠いている方 判断能力が著しく不十分な方 判断能力が不十分な方 

［例］ 

❖自分ひとりで日常の買い物が

できなくなった。 

❖家族の名前がわからなくなっ

た。 

 

❖日常の買い物はひとりででき

るが、土地や家の売買などの

重要な契約ができなくなっ

た。 

❖人の言いなりになりやすい 

❖買い物や重要な契約もひとり

でできるが、本当に適切にで

きているか不安で、誰かと一

緒なら安心 

❖置き忘れやしまい忘れが多く

なった 

後見人等ができ

ること 

財産に関する行為全般 申立の範囲内で家庭裁判所が

定める特定の行為 

申立の範囲内で家庭裁判所が

定める特定の行為 

後見人等ができ

る同意・取消 

日用品の買い物など日常生活

に関する行為以外 

不動産の売買、自宅の増改

築、金銭の貸し借りなど、重要

な財産行為 

重要な財産行為のうち、申立

の範囲内で裁判所が定める行

為 

本人が     

できること 

日用品の買い物など、日常生

活に関する行為のみ 

制限なし 制限なし 

 
［申立をすることができる方］ 

●本人  ●配偶者  ●四親等以内の親族  ●検察官  ●市町村長 など 

 

 

成年後見人等の役割 成年後見人等の役割ではないこと 

本人の判断能力の

程度に応じて 

の３つの制度が用意

されています。 

『後見』『保佐』『補助』 

保佐及び補助の場合、代理権を有するに

は本人の同意が必要になります。 

補助の場合、同意権・取消権を有するた

めには本人の同意が必要になります。 

保佐人又は補助人の同意が必要な行為

のうち、その同意を欠くものは後で取消

が可能。 

✻日常生活の見守り    

✻福祉サービスの利用手続き  

✻年金受給などの必要な手続き 

✻不動産の処分や管理  

✻病院・福祉施設の入退所契約や

それらの費用の支払い  

✻相続手続き 

✻消費者被害の取り消し   など 

✻医療行為の同意    

✻身元保証人や身元引受人  

✻買い物・通院などの家事や介護  

✻居住する場所の指定    など  
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  ❷ 任意後見制度  ・・・ ご本人に十分な判断能力があるうちに、判断能力が低下した場合に備えて、あらかじめご本人自らが選んだ人 

（任意後見人）に、代わりにしてもらいたいことを公正証書による契約（任意後見契約）で決めておく制度。 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

本人が十分な判断能力を有する時 本人の判断能力が低下した時 任意後見の開始 

任意後見契約の 

公正証書作成 

本人 本人 本人 

任意後見受任者 任意後見受任者 

任意後見人 

公証人 

任意後見監督人 任意後見監督人 東京法務局 

家庭裁判所 

任意後見 

契約 
任意後見 

契約 

嘱 託 

 登 記 

 
任意後見監督人

の申立 

任意後見 

監督人を 

選任 
監 督 

保護・支援 

（本人、任意後見受任

者等から） 

任意後見人が任意後見契 

の内容どおり、適正に仕事 

をしているかを確認するた

め、任意後見人から財産目

録の提出を求めるなどして

監督します。 

任意後見契約で委任された 

事務を本人に代わって行い 

ます。 

誰にどんなことを頼みたい 

のか、自分で決めることが 

できます。 

法務省「成年後見制度・成年後見登記制度」Q＆A のページより引用 

＜社会福祉法人有田川町社会福祉協議会＞ 


